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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

（
閣
条
第
二
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

、

（

「

」

。
）

、

こ
の
議
定
書
は

世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定

以
下

世
界
貿
易
機
関
協
定

と
い
う

を
改
正
し

同
協
定
の
附
属
書
一
Ａ
に
税
関
手
続
の
迅
速
化
等
に
つ
い
て
定
め
る
貿
易
の
円
滑
化
に
関
す
る
協
定
（
以
下
「
貿
易
円
滑
化
協

定
」
と
い
う

）
を
追
加
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
二
〇
一
四
年
（
平
成
二
十
六
年
）
十
一
月
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ

。

で
採
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
議
定
書
は
、
前
文
、
本
文
、
末
文
及
び
附
属
書
（
貿
易
円
滑
化
協
定
）
か
ら
成
り
、
同
附
属
書
に
は
、
前
文
、
第
一
条

か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
の
規
定
及
び
附
属
書
一
が
含
ま
れ
る
。
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
本
文

世
界
貿
易
機
関
協
定
附
属
書
一
Ａ
に
つ
い
て
は
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
に
関
す
る
協
定
の
次
に
こ
の
議
定
書
の
附
属
書
に
規
定

す
る
貿
易
円
滑
化
協
定
を
加
え
る
。
こ
の
議
定
書
は
、
世
界
貿
易
機
関
協
定
第
十
条
３
の
規
定
に
従
っ
て
、
加
盟
国
の
三
分

の
二
が
受
諾
し
た
時
に
そ
れ
ら
の
加
盟
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
、
そ
の
後
は
、
そ
の
他
の
各
加
盟
国
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
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れ
に
よ
る
受
諾
の
時
に
効
力
を
生
ず
る
。

二
、
議
定
書
の
附
属
書
（
貿
易
円
滑
化
協
定
）

１

加
盟
国
は
、
政
府
、
貿
易
業
者
及
び
利
害
関
係
を
有
す
る
他
の
者
が
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
輸
入
、

輸
出
及
び
通
過
の
た
め
の
手
続
等
に
関
す
る
情
報
を
無
差
別
な
、
か
つ
、
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
で
速
や
か
に

公
表
す
る
。
加
盟
国
は
、
輸
入
、
輸
出
及
び
通
過
の
た
め
の
手
続
等
に
関
す
る
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
入
手

可
能
な
も
の
と
す
る
。

２

加
盟
国
は
、
実
行
可
能
な
範
囲
に
お
い
て
、
並
び
に
自
国
の
国
内
法
及
び
国
内
法
制
に
適
合
す
る
方
法
に
よ
り
、
貿
易

業
者
等
に
対
し
て
、
一
般
に
適
用
さ
れ
る
法
令
で
あ
っ
て
物
品
の
移
動
、
引
取
り
及
び
通
関
に
関
す
る
も
の
の
導
入
又
は

改
正
の
提
案
に
つ
い
て
、
意
見
を
表
明
す
る
機
会
及
び
適
当
な
期
間
を
与
え
る
。

３

加
盟
国
は
、
全
て
の
必
要
な
情
報
が
記
載
さ
れ
た
書
面
に
よ
る
要
請
を
提
出
し
た
申
請
者
に
対
し
て
、
合
理
的
な
方
法

で
、
定
め
ら
れ
た
期
限
ま
で
に
事
前
の
教
示
を
行
う
も
の
と
し
、
事
前
の
教
示
を
行
う
こ
と
を
拒
否
す
る
場
合
に
は
、
当

該
申
請
者
に
対
し
て
関
連
事
実
及
び
そ
の
決
定
の
根
拠
を
書
面
に
よ
り
速
や
か
に
通
知
す
る
。

４

加
盟
国
は
、
物
品
の
到
着
の
時
に
そ
の
引
取
り
を
迅
速
に
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
物
品
の
到
着
の
前
に
手
続
の
処



- -3

理
を
開
始
す
る
た
め
、
輸
入
書
類
そ
の
他
の
所
要
の
情
報
の
提
出
を
認
め
る
手
続
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
。

５

輸
入
、
輸
出
及
び
通
過
の
手
続
の
範
囲
及
び
複
雑
性
を
最
小
限
に
す
る
等
の
た
め
、
加
盟
国
は
、
所
要
の
手
続
及
び
書

類
が
物
品
の
迅
速
な
引
取
り
及
び
通
関
の
た
め
に
採
用
さ
れ
、
又
は
適
用
さ
れ
る
こ
と
等
一
定
の
条
件
を
満
た
す
こ
と
を

確
保
す
る
。

６

加
盟
国
は
、
貿
易
業
者
が
単
一
の
入
口
を
通
じ
て
参
加
す
る
当
局
又
は
機
関
に
対
し
て
物
品
の
輸
入
、
輸
出
又
は
通
過

の
た
め
の
所
要
の
書
類
又
は
デ
ー
タ
を
提
出
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
シ
ン
グ
ル
ウ
ィ
ン
ド
ウ
を
設
置
し
、
又
は
維
持
す

る
よ
う
努
め
る
。

７

加
盟
国
は
、
要
請
に
応
じ
、
申
告
が
真
実
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
か
な
い
か
等
に
つ
い
て
疑
う
合
理
的
な
理
由
が
あ
る

場
合
に
は
、
特
定
さ
れ
た
事
案
に
お
け
る
輸
入
申
告
又
は
輸
出
申
告
の
確
認
の
た
め
に
情
報
を
交
換
す
る
。

８

開
発
途
上
加
盟
国
及
び
後
発
開
発
途
上
加
盟
国
は
、
貿
易
円
滑
化
協
定
の
第
一
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
の
規
定
を
実
施

す
る
。
こ
の
協
定
の
規
定
の
実
施
の
程
度
及
び
時
期
は
、
開
発
途
上
加
盟
国
及
び
後
発
開
発
途
上
加
盟
国
の
実
施
す
る
能

力
と
関
連
さ
せ
る
。
開
発
途
上
加
盟
国
及
び
後
発
開
発
途
上
加
盟
国
に
は
、
貿
易
円
滑
化
協
定
の
規
定
の
実
施
に
資
す
る

た
め
能
力
の
開
発
の
た
め
の
援
助
及
び
支
援
が
、
そ
の
性
質
及
び
範
囲
に
従
っ
て
供
与
さ
れ
る
。
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９

拠
出
加
盟
国
は
、
二
国
間
で
又
は
適
当
な
国
際
機
関
を
通
じ
て
、
開
発
途
上
加
盟
国
及
び
後
発
開
発
途
上
加
盟
国
に
対

し
て
相
互
に
合
意
す
る
条
件
で
能
力
の
開
発
の
た
め
の
援
助
及
び
支
援
の
提
供
を
促
進
す
る
。

こ
の
協
定
に
別
段
の
明
示
的
な
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
紛
争
解
決
了
解
に
よ
っ
て
詳
細
に
定
め
ら
れ
て
適
用

10
さ
れ
る
千
九
百
九
十
四
年
の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
三
条
の
規
定
は
、
こ
の
協
定

の
下
で
の
協
議
及
び
紛
争
の
解
決
に
つ
い
て
適
用
す
る
。


